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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】火災による昇温時において、遮蔽部材を両開き
ドアの召し合わせ面間を完全に遮蔽する位置まで確実に
移動させることができるようにした両開きドアの召し合
わせ部の防火シール装置を提供する。
【解決手段】両開きドア３ａ、３ｂの召し合わせ面にお
ける少なくとも一方に上下方向に延びる案内溝８を設け
、その案内溝内に組込まれた上下方向に長い耐熱性を有
する遮蔽部材１５を他方のドアの召し合わせ面に向けて
移動自在に支持する。遮蔽部材１５を第１の弾性部材２
３によって案内溝８の閉塞端に向けて付勢する。形状記
憶合金からなり、雰囲気温度がその形状記憶合金の変態
点に達すると形状回復して遮蔽部材１５を第１の弾性部
材２３の弾性に抗して両開きドアの召し合わせ面間の隙
間を閉塞する位置まで押圧移動させる第２の弾性部材２
４を設ける。遮蔽部材１５として上下方向に長く延びる
帯板を用いる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両開きドアの召し合わせ面における少なくとも一方に上下方向に延びる案内溝を設け、
その案内溝内に組込まれた上下方向に長い耐熱性を有する遮蔽部材を他方のドアの召し合
わせ面に向けて移動自在に支持し、その遮蔽部材を第１の弾性部材によって前記案内溝の
閉塞端に向けて付勢し、形状記憶合金からなり、雰囲気温度がその形状記憶合金の変態点
に達すると形状回復して前記遮蔽部材を前記第１の弾性部材の弾性に抗して両開きドアの
召し合わせ面間の隙間を閉塞する位置まで押圧移動させる第２の弾性部材を設けた両開き
ドアの召し合わせ部の防火シール装置において、
　前記遮蔽部材が、前記案内溝の上下方向に長く延びる帯板からなることを特徴とする両
開きドアの召し合わせ部の防火シール装置。
【請求項２】
　前記案内溝の開口部内に、前記形状記憶合金の変態点と略等しい温度で発泡して前記遮
蔽部材の先端部と案内溝の開口端部の対向面間をシールする熱発泡膨張材を取付けた請求
項１に記載の両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置として、特許文献１に記載されたものが従
来から知られている。この防火シール装置においては、両開きドアの召し合わせ面に上下
方向に延びる溝を形成し、その溝内に上下方向に長く延びる案内部材を嵌合してねじ止め
し、その案内部材の召し合わせ面に形成された案内溝内に耐熱性を有する遮蔽部材を組込
んで他方のドアの召し合わせ面に向けて移動自在に支持し、その遮蔽部材を第１の弾性部
材により案内溝の閉塞端に向けて付勢し、上記遮蔽部材の背部に形状記憶合金からなる第
２の弾性部材を設け、火災の発生により雰囲気温度が上昇し、その雰囲気温度が上記形状
記憶合金の変態点（変態温度）に達したとき、第２の弾性部材を形状回復させ、その第２
の弾性部材で遮蔽部材を第１の弾性部材に抗して他方のドアの召し合わせ面に向けて押圧
移動させて、両開きドアの召し合わせ面間の隙間を遮蔽し、火炎が上記召し合わせ面間か
ら漏れて延焼するのを防止するようにしている。
【０００３】
【特許文献１】特許第３６０９５２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来の両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置においては、遮蔽部
材が断面コの字形とされた形鋼からなり、その遮蔽部材を案内部材の案内溝内に少しの余
裕をもってスライド可能に嵌合した構成であるため、火災時の熱により案内部材がドアの
戸先側と共に屋内外方向に弓状に変形すると、遮蔽部材は一側面における上下両端部と他
側面における長さ方向の中央部が案内溝の対向内面に３点で接触し、その接触部の摩擦抵
抗により突出性が阻害され、第２の弾性部材の押圧力だけでは両開きドアの召し合わせ面
間を完全に遮蔽する位置まで移動させることができない場合が生じる可能性があり、改善
すべき点が残されている。
【０００５】
　この発明の課題は、火災による昇温時において、形状記憶合金からなる弾性部材の弾性
力によって遮蔽部材を両開きドアの召し合わせ面間の隙間を完全に遮蔽する位置まで確実
に移動させることができるようにした両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置を提供
することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、この発明においては、両開きドアの召し合わせ面におけ
る少なくとも一方に上下方向に延びる案内溝を設け、その案内溝内に組込まれた上下方向
に長い耐熱性を有する遮蔽部材を他方のドアの召し合わせ面に向けて移動自在に支持し、
その遮蔽部材を第１の弾性部材によって前記案内溝の閉塞端に向けて付勢し、形状記憶合
金からなり、雰囲気温度がその形状記憶合金の変態点に達すると形状回復して前記遮蔽部
材を前記第１の弾性部材の弾性に抗して両開きドアの召し合わせ面間の隙間を閉塞する位
置まで押圧移動させる第２の弾性部材を設けた両開きドアの召し合わせ部の防火シール装
置において、前記遮蔽部材として前記案内溝の上下方向に長く延びる帯板を用いた構成を
採用したのである。
【０００７】
　上記のように、遮蔽部材として帯板を採用することにより、火災の発生による熱によっ
て両開きドアの戸先側が屋内外方向に弓状に変形した場合、帯板からなる遮蔽部材はその
長さ方向の中央部または両端部が案内溝の対向内面と接触することになり、その接触部に
作用する摩擦抵抗は小さいため、形状記憶合金からなる第２の弾性部材の押圧力によって
遮蔽部材を両開きドアの召し合わせ面間に形成された隙間を完全に遮蔽する位置まで確実
に移動させることができる。
【０００８】
　ここで、案内溝の開口部内に、第２の弾性部材を形成する形状記憶合金の変態点と略等
しい温度で発泡して遮蔽部材の先端部と案内溝の開口端部の対向面間をシールする熱発泡
膨張材を取付けておくと、その熱発泡膨張材の発泡によって第２の弾性部材の押圧により
閉鎖状態とされた遮蔽部材の先端部と案内溝の開口端部の対向面間をシールすることがで
きるため、火炎のもれをより確実に防止することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　上記のように、この発明においては、遮蔽部材を帯板としたことにより、火災の発生に
よる熱によって両開きドアの戸先側が屋内外方向に弓状に変形した場合に、帯板からなる
遮蔽部材はその長さ方向の中央部の一点または両端部の二点で案内溝の内側面と接触する
ことになり、その接触部に作用する摩擦抵抗は小さいため、形状記憶合金からなる第２の
弾性部材の押圧力によって遮蔽部材を両開きドアの召し合わせ面間を完全に遮蔽する位置
まで確実に移動させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１に示すように、出入口枠
１の開口部２に設けられた２枚のドア３ａ、３ｂは、上記出入口枠１の縦枠４に取り付け
たヒンジ５を中心にして開閉自在に支持されている。
【００１１】
　図４および図５に示すように、各ドア３ａ、３ｂの召し合わせ面のそれぞれには上下方
向に長く延びる溝６が形成され、各溝６に案内部材７が嵌合されている。
【００１２】
　図２および図３に示すように、案内部材７は上下方向に長く延び、その召し合わせ面に
は長手方向に延びる案内溝８が設けられている。また、案内部材７には案内溝８の閉塞端
壁に複数の開口９が上下方向に間隔をおいて形成され、各開口９は溝６の閉塞端面に形成
された開口１０と一致し、その一致する開口９、１０
にコの字形の支持枠１１が案内溝８側から挿入されている。
【００１３】
　図３に示すように、支持枠１１は、溝６の閉塞端面および案内溝８の閉塞端面に衝合さ
れる外向きの折曲げ片１２を両端に有し、その折曲げ片１２の端部がねじ１３の締め付け
による手段を介して案内部材７に固定されている。また、折曲げ片１２はねじ１４の締め
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付けによる手段を介して溝６の閉塞端面に固定され、その固定によって案内部材７は略全
体が溝６内に納まる取付けとされている。
【００１４】
　図４に示すように、案内部材７の案内溝８内には遮蔽部材１５が組込まれている。遮蔽
部材１５は耐熱性を有する金属製の帯板からなり、一方のドア３ａの案内溝８に組込まれ
た遮蔽部材１５と他方のドア３ｂの案内溝８に組込まれた遮蔽部材１５とは屋内外方向に
位置がずれる組込みとされている。
【００１５】
　遮蔽部材１５には案内溝８の閉塞端壁と対向する一側縁に上記各支持枠１１と同数のガ
イド板１６がその支持枠１１に対向して設けられている。そのガイド板１６の取付けに際
し、ここでは、図６および図７に示すように、ガイド板１６の外周一辺に遮蔽部材１５の
一側面に衝合される衝合片１７と、その衝合片１７の上下に遮蔽部材１５の他側面に衝合
される一対の係合片１８とを設け、各係合片１８に設けた半球状の係合突部１９を遮蔽部
材１５に形成された係合孔２０に係合している。
【００１６】
　図３に示すように、ガイド板１６は支持枠１１に突設されたガイド軸２１に沿ってスラ
イド自在に支持され、そのスライド自在の支持により遮蔽部材１５は他方のドアの案内溝
８内に先端部が配置される位置まで移動自在とされている。
【００１７】
　図３および図４に示すように、ガイド軸２１の先端部にはばね座２２が固定され、その
ばね座２２とガイド板１６間に組込まれた第１の弾性部材２３は遮蔽部材１５を案内溝８
の閉塞端に向けて付勢している。
【００１８】
　また、ガイド板１６と支持枠１１との間には第２の弾性部材２４が組込まれている。第
２の弾性部材２４は形状記憶合金からなり、雰囲気温度がその形状記憶合金の変態点（変
態温度）以上に上昇すると形状回復して、遮蔽部材１５を第１の弾性部材２３の弾性に抗
してその先端部が他方のドアの案内溝８内に嵌り込む位置まで押圧移動させるようになっ
ている。
【００１９】
　図３および図５に示すように、各ドア３ａ、３ｂの溝６に取り付けられた一対の案内部
材７のうち、一方のドア３ａの溝６に取り付けられた案内部材７の案内溝８の開口部には
シール支持体２５が組込まれている。また、他方のドア３ｂの溝６に取り付けられた案内
部材７の案内溝８の開口部にはシール受け部材２６が組み込まれている。
【００２０】
　シール支持体２５およびシール受け部材２６のそれぞれは上下方向に長く延び、案内溝
８の閉塞端に突設された支持軸２７によって支持されている。シール支持体２５のシール
受け部材２６に対する対向面にはシール部材２８が取り付けられている。シール部材２８
はドア３ａ、３ｂを閉じたとき、シール受け部材２６のシール支持体２５に対する対向面
に弾性接触してその対向面間を密封するようになっている。
【００２１】
　実施の形態で示す両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置は上記の構造からなり、
図４および図５はドア３ａ、３ｂを閉じた状態を示し、シール部材２８はシール受け部材
２６のシール支持体２５に対する対向面に弾性接触してドア３ａ、３ｂの召し合わせ部間
を密封している。
【００２２】
　また、遮蔽部材１５は、第１の弾性部材２３の押圧により案内部材７の案内溝８内に収
容された状態に保持されている。
【００２３】
　ここで、火災が発生し、雰囲気温度が第２の弾性部材２４を形成する形状記憶合金の変
態点を超えると、第２の弾性部材２４が形状回復して遮蔽部材１５を押圧する。その押圧
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により遮蔽部材１５が第１の弾性部材２３の弾性に抗して案内溝８の開口から突出する方
向に移動して、図８に示すように、先端部が対向する案内部材７の案内溝８内に侵入し、
ドア３ａ、３ｂの召し合わせ部間の隙間を閉塞する。
【００２４】
　このように、火災が発生し、その雰囲気温度が第２の弾性部材２４を形成する形状記憶
合金の変態点以上になると、遮蔽部材１５が突出してドア３ａ、３ｂの召し合わせ部間の
隙間を閉塞するため、火炎の漏れを防止することができる。
【００２５】
　ここで、ドア３ａ、３ｂは閉鎖状態において施錠されていると、火災による温度上昇に
よって案内部材７がドア３ａ、３ｂの戸先側端部と共に屋内外方向に弓状に変形する場合
がある。このとき、遮蔽部材１５が案内部材７の案内溝８に少しの余裕をもってスライド
自在に嵌合された構成であると、前述のように、案内部材７の弓状の変形により、遮蔽部
材１５は一側面の両端部と他側面の長さ方向の中央部の３点で案内溝８の対向内側面と接
触し、その接触部の摩擦抵抗により突出性が阻害され、ドア３ａ、３ｂの召し合わせ部間
の隙間を閉塞することができない可能性が生じる。
【００２６】
　しかし、実施の形態では、遮蔽部材１５を帯板として、案内溝８の対向内側面との間に
大きな間隔が確保されるようにしているため、火災の発生による熱によって案内部材７が
ドア３ａ、３ｂの戸先側端部と共に屋内外方向に弓状に変形する場合、帯板からなる遮蔽
部材１５はその長さ方向の中央部または両端部が案内溝８の対向内面と接触することにな
り、その接触部に作用する摩擦抵抗は小さい。このため、形状記憶合金からなる第２の弾
性部材２４の押圧力によって遮蔽部材１５を両開きドア３ａ、３ｂの召し合わせ面間を閉
じる遮蔽位置まで確実に移動させることができ、火炎の漏れを確実に防止することができ
る。
【００２７】
　図４および図５に示すように、案内部材７における案内溝８の開口部における一側面に
加熱により発泡し、その発泡温度が第２の弾性部材２４を形成する形状記憶合金の変態点
より少し高い温度とされた熱発泡膨張材２９を取り付けておくと、火災による温度上昇に
より遮蔽部材１５がドア３ａ、３ｂの召し合わせ部間の隙間を閉じた後に熱発泡膨張材２
９が発泡して、図８に示すように、遮蔽部材１５の先端部と案内溝８の開口端部の対向面
間をシールするため、火炎の漏れをより効果的に防止することができる。
【００２８】
　実施の形態では、両開きドア３ａ、３ｂの召し合わせ面に設けられた溝６のそれぞれに
案内部材７を組み込み、各案内部材７の案内溝８に遮蔽部材１５を組み込むようにしたが
、一方の案内溝８にのみ遮蔽部材１５を組込むようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明に係る両開きドアの召し合わせ部の防火シール装置の実施の形態を示す
正面図
【図２】両開きドアの召し合わせ部に組込まれた案内部材の正面図
【図３】図２の一部分を示す断面図
【図４】図３のIV－IV線に沿った断面図
【図５】図３のV－V線に沿った断面図
【図６】遮蔽部材とガイド板の連結部を示す断面図
【図７】遮蔽部材の一部とガイド板とを示す分解斜視図
【図８】遮蔽部材が両開きドアの召し合わせ部間に形成された隙間を閉塞した状態の断面
図
【符号の説明】
【００３０】
３ａ　ドア
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３ｂ　ドア
８　　案内溝
１５　遮蔽部材
２３　第１の弾性部材
２４　第２の弾性部材
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